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論文5―ク

褥瘡に関する危険因子は厚生労

働省の提示している「褥瘡リスクア

セスメント票および褥瘡予防治療計

画書」上では「その他の危険因子」

（以下「危険因子」とする）として表1

の内容があげられている。

この「危険因子」は「褥瘡対策未

実施減算」施行時から現在まで変わ

らずアセスメントを行なわなければ

ならない項目として提示され続けて

いるものである。現在では「褥瘡ハ

イリスク患者ケア加算」だけではなく、

「入院基本料の施設基準としての褥

瘡対策」、「褥瘡患者管理加算」でも

アセスメントの実施が求められてい

る。つまり「褥瘡ハイリスク患者ケア

加算」を算定しない施設でもアセス

メントを行なっている項目となる。

これらのことから「危険因子」は褥

瘡発生のリスクアセスメントの基本的

な部分であると同時に比較的身近に

なりつつある項目といえるだろう。そ

れだけに適切な項目の解釈と周知徹

底が求められる部分でもある。

【項目の解釈】
「危険因子」の項目には「褥瘡対

策未実施減算」施行時から変わらず

に定義が出されている。比較的判

断に迷う項目が少ないことから定義

に則って評価を行なうことが妥当と

考える。

1．基本的動作能力

ベッドと椅子の上での患者の動き

についてアセスメントする項目である。

1）床上で自力体位変換ができない

自力体位変換とは、自力で体の

向きを換えることを指す2)。

患者が身体能力的に体位変換を

自分の力で行なうことができるかど

うかではなく、患者本人が実際に自

分の力で定期的に体位変換ができ

ているかどうかを評価しなくてはな

らない。癌性疼痛や抑鬱状態に伴

う活動性の低下等では同一体位を

長時間取り続けてしまう場合があ

る。このような状態では効果的に除

圧行動が行なえていないため自力

体位変換ができていないと判断す

る。この他に整形外科の牽引や四

肢体幹抑制が行なわれている場合

など医療行為により身体の動きが

制限される場合もできないと判断

するのが妥当である。

2）いす上で坐位姿勢が保持できない

この項目の評価は椅子や車椅子

に坐ることがある場合に評価を行な

う。

坐位姿勢の保持とは特に姿勢が

崩れたりせず坐ることができることを

指す2)。

同時に坐位時の除圧が自力でで

きることも求められている。つまり

患者自身が自分の力で姿勢を整え

ながらお尻の位置を換えることがで

き、椅子に坐っていることができる

かどうかの評価を行なわなければ

ならない。姿勢の保持ができず体

幹が前後左右に傾いてしまう場合、

車椅子用の抑制帯を使用している

場合などはできないと判断する。ま

た姿勢の保持ができても除圧がで

きない場合はできないと判断する

のが妥当である。

2．病的骨突出

病的骨突出とは、仙骨部の場合、

骨の高さが両臀部の高さと同じか

または突出している状態を指す2)

（写真1）。これは長期間の臥床や麻

痺により臀筋群が廃用性萎縮とな

って、筋肉の量が減少したため相対

的に仙骨部が突出した状態を称し

ている。骨突出度計や体圧計を使

用して判断することも可能だが、臨

床ではなかなか難しい状況もある

ため側臥位で判断する場合が多い。

病的骨突出があると判断するのは

仙骨部だけではない。この他に円背

による脊柱の骨突出（写真2）、著し

い体重減少に伴う骨突出（写真3）や

写真1

表1 その他の危険因子

● 床上で自力体位変換ができない

● いす上で坐位姿勢が保持できない

● 病的骨突出

●関節拘縮

●栄養状態の低下

● 皮膚の湿潤（多汗、尿失禁、便失禁）

● 浮腫（局所以外の部位）





在リンクナースは必要以上に高機能の

体圧分散寝具を選択する傾向がある。

それはより確実に体圧分散をしたいと

いう思いが強いためと考えている。し

かし高期高齢者は高機能の体圧分散寝

具の使用により身体機能が低下をまね

くおそれがあり、選択の際には患者自

身の動きを妨げ過ぎないようにするこ

とも考えなくてはならない。そのため

変更を行なう場合はその理由を必ずリ

ンクナースに説明し注意を促している。

また病的骨突出や関節拘縮のある場

合は体圧分散寝具の使用だけでは十

分に体圧の分散ができない場合もある。

これは単に体圧分散寝具の機能だけの

問題ではなく、平行して行なわれてい

るポジショニングの方法が大きく影響し

ていると思われる。病的骨突出や関節

拘縮がある場合は、ポジショニングに悩

むことも多くある。骨突起部に必要以上

に圧迫が加わらず、快適さを失わない

ポジショニングの提供は非常に難しい。

そのためポジショニングに悩む場合は

理学療法士に相談を行ない、共同して

検討することをはじめている。

浮腫や関節拘縮、皮膚の湿潤がある

場合は皮膚が脆弱となっているため予

防的なスキンケアが必要となる。予防

的スキンケアの原則は「皮膚の清潔・洗

浄、保護、保湿」である。臨床現場で行

なわれているスキンケアでは清拭、陰

部洗浄といった「皮膚の清潔・洗浄」に

関しては比較的問題なく提供できてい

ることが多い。しかしそのあとの「保護、

保湿」までは十分に行なえていないこと

が多いのではないか。当施設で提供さ

れているスキンケアもどうしても「保護、

保湿」がおろそかになりがちである。そ

のため皮膚の保護、保湿の必要性、具

体的な方法をリンクナースに指導し、臨

床の現場での実践をすすめてもらうよう

にしている。皮膚が菲薄化し外傷を生

じやすい患者に対してはリモイス®クレ

ンズ（写真6）の使用を積極的に行なっ

ている。同時に褥瘡管理者は清拭の時

間帯にラウンドを行なうようにし、具体

的なスキンケア方法の指導を実践しな

がら行なうことを少しづつではあるがは

じめている。またずれに対する予防策

としてはポジショニングの他にリモイ

ス®パッド（写真7）の使用を実践を交

えながら指導した結果、現在では除々

に活用されはじめている。

スキンケアは比較的トラブルが生じ

てから対応策を検討する傾向になりや

すい。予防的スキンケアを確実に提供

していくためには、「保護・保湿まで行

なうのがスキンケア」と意識づけてい

けるようなアプローチが必要と考える。

【現状の問題点・課題】
現時点では臨床現場で提供される基

本的な褥瘡予防のケア水準を引き上

げることが課題となっている。そのた

めには臨床現場での実践的役割の中

核となるリンクナースへの指導と教育

を再度見直していく必要がある。まず

リンクナースとして求められている役割

の認識を高めてもらい、それに伴って

知識、技術面の教育の充実を図らなけ

ればならないと考えている。そして習

得した知識や技術を臨床現場に還元さ

せるためのアプローチ方法の指導も必

要である。また褥瘡管理者自身も臨床

現場とのコミュニケーションを大切に

し、自らの技術を臨床の看護師個々に

対して提示し地道にケア水準の引き上

げを図る努力をしなければならないと

考えている。
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前号に引き続き、「褥瘡ハイリスク患

者ケアの実際」を特集いたしました。前

号では、厚生労働省保険局医療課長通

知の、褥瘡予防・管理が難しく重点的

な褥瘡ケアが必要なベッド上安静の患

者とされる中で、「エ.6時間以上の全身

麻酔下による手術を受けたもの」。「オ.

特殊手術体位による手術を受けたも

の」。「カ.強度の下痢が続くもの」を取り

上げております。今号の論文と合わせ

てご参照いただければ幸いです。

寒さもいよいよこれから、また年末の

多忙な季節を迎えます。どうぞ、ご自愛

ください。

小誌へのお問い合わせ、
ご意見は上記学術部へお寄せ下さい。

編集後記

写真6 リモイス®クレンズ

写真7 リモイス®パッド




